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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の幕体が横並び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出されて防火区画を形
成する防火区画用スクリーン装置において、
　互いに隣接する幕体の少なくとも一方の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟
み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ、二股状の封止部が形成され、
　上記二股状の封止部が互いに重なり合う２枚の幕材によって形成され、少なくとも一方
の幕材には、繰り出し過程で上記他方の幕体の側縁を挟み込むために、その繰り出し方向
に互いに間隔を隔てて上記封止部を適宜に開くための切り込みが形成され、
　上記複数の幕体が繰り出される際に上記封止部の切込みが形成された幕材を起立させる
ガイドプレートが設けられ、このガイドプレートにより上記幕材が起立させられた部分に
おいて上記他方の幕体の側縁が上記二股状の封止部内に進入するように構成されているこ
とを特徴とする防火区画用スクリーン装置。
【請求項２】
　上記幕体と同期して繰り出され、少なくとも上記封止部に重ね合わされる補助幕体を設
けたことを特徴とする請求項１に記載の防火区画用スクリーン装置。
【請求項３】
　複数の幕体が横並び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出されて防火区画を形
成する防火区画用スクリーン装置において、
　互いに隣接する幕体のうち少なくとも一方の幕体の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移
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動自在に挟み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部を形成し、
　互いに隣接する上記幕体は、共通のウエイトを介して連結されつつ異なる巻取り軸にそ
れぞれ巻き取られており、
　互いに隣接する幕体の何れか一方の幕体は、上記少なくとも一方の幕体の封止部が上記
他方の幕体の側縁を挟み込むように、上記ウエイトの内部で折り返されていることを特徴
とする防火区画用スクリーン装置。
【請求項４】
　複数の幕体が横並び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出されて防火区画を形
成する防火区画用スクリーン装置において、
　互いに隣接する幕体のうち少なくとも一方の幕体の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移
動自在に挟み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部を形成し、
　互いに隣接する上記幕体は、共通のウエイトを介して連結されつつ異なる巻取り軸にそ
れぞれ巻き取られており、
　上記二股状の封止部は、互いに重なり合う２枚の幕材によって形成され、これら２枚の
幕材は拡開した状態で上記ウエイトに連結され、
　上記他方の幕体は上記ウエイトの内部で折り返されて、上記２枚の幕材の上記ウエイト
への連結位置の間の位置において上記ウェイトから繰り出し可能とされていることを特徴
とする防火区画用スクリーン装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の幕体を横並び状態で配列して、それぞれの幕体を同期して繰り出しする
ようにした防火区画用スクリーン装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
建物の内部には、従来から火災時に備えて、火炎や煙を遮断するための防火隔壁や防火シ
ャッターなどの防火設備が計画的に配備されており、最近、これら防火隔壁や防火シャッ
ターなどに代わる新しい防火設備として、不燃性や耐火性の幕体を使用して火炎や煙を遮
断する防火区画用スクリーン装置が提案されている。
【０００３】
この防火区画用スクリーン装置は、不燃性または耐火性に富み可撓性を有するスクリーン
としての幕体を天井部分に設置した巻取り軸に巻回しておき、該巻取り軸を正・逆回転す
ることにより当該幕体を繰り出したり巻き取ったりするようになっている。そして、巻取
り軸から幕体を下方に繰り出すことにより、通路や空間部分を画成できるようになってい
る。
【０００４】
このような防火区画用スクリーン装置では、大空間など開口の広い防火区画に設置する場
合には巻取り軸寸法の肥大化防止、装置の製造や搬入，設置の簡便化・合理化を図るため
に、幕体および巻取り軸を分割している。しかし、このように分割した場合は隣接する幕
体同士の間に隙間が生じるため、この隙間を塞ぐ必要があり、例えば、その封止構造とし
ては特許第２９３６４７８号によって提案された技術がある。これは、互いに隣接する幕
体の側縁それぞれにファスナーを固着し、これらファスナー同士をスライダー部において
順次噛合するようになっている。またさらに、このファスナーの噛合部分を表裏から覆う
ように、各幕体からはそれぞれ、ファスナー部分を一方の側から塞ぐカバーを設けている
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このようなファスナーを用いた封止構造では、幕体側縁のファスナー同士を互
いに的確に噛み合わすことができなければ、幕体間に生じる隙間を確実に塞ぐことはでき
ない。このファスナーの噛み合わせを確保するためには、ファスナーで互いに結合される
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幕体同士が相互に位置ズレすることなく、すなわち幕体同士が互いに相対移動しないよう
に幕体の繰り出しをコントロールする必要があり、従ってファスナーを噛み合わせるスラ
イダー部には、相当の高い精度が要求されるとともに、これに伴って構造も複雑化する。
【０００６】
また、一部は噛み合ったけれども一部では噛み合いが得られないなど、ファスナーに噛合
ミスが発生した場合には、幕体の側縁が表裏方向に波打つなどの歪みが生じるおそれがあ
る。そして、このようにファスナー同士の噛合が正常に達成されない場合には、ファスナ
ー部分を覆うカバーを備えていても、ファスナーを用いたがゆえの幕体の歪みに起因して
、当該歪みによってカバーが押し開けられてそこに隙間が生じることとなり、幕体間を確
実に封止することが難しいという課題があった。
【０００７】
そこで、本発明はかかる従来の課題に鑑みて成されたもので、きわめて簡単な構造であり
ながら、幕体の側縁同士の隙間を確実に封止することができて、互いに隣接する幕体相互
間の密閉性を確実かつ十分に保証することができる防火区画用スクリーン装置を提供する
ことを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために本発明の防火区画用スクリーン装置は、複数の幕体が横並
び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出されて防火区画を形成する防火区画用ス
クリーン装置において、
　互いに隣接する幕体の少なくとも一方の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟
み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部が形成され、
　上記二股状の封止部が互いに重なり合う２枚の幕材によって形成され、少なくとも一方
の幕材には、繰り出し過程で上記他方の幕体の側縁を挟み込むために、その繰り出し方向
に互いに間隔を隔てて上記封止部を適宜に開くための切り込みが形成され、
　上記複数の幕体が繰り出される際に、上記封止部の切込みが形成された幕材を起立させ
るガイドプレートが設けられ、このガイドプレートにより上記幕材が起立させられた部分
において上記他方の幕体の側縁が上記二股状の封止部内に進入するように構成されている
ことを特徴とする。
【０００９】
この構成によれば、互いに隣接する少なくとも一方の幕体の側縁に形成した二股状の封止
部が他方の幕体の側縁を挟み込み、これによって幕体の側縁同士の隙間を確実に封止する
ことができて、互いに隣接する幕体相互間の密閉性を確実かつ十分に保証することができ
る。
【００１０】
特に、二股状の封止部は、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟み込むので、幕体の繰り
出し動作中や下降終了時点で幕体同士の間に相対的な位置ズレを生じても、これを吸収す
ることができ、構造簡単にして確実に幕体の側縁間の隙間を封鎖することができる。また
、このように相対移動を許容できることは、幕体に歪みが生じた場合でも二股状封止部は
これを吸収することができ、この面からも確実に隙間を封止することができる。さらに、
二股状の封止部は、他方の幕体の側縁を表裏両方から一括して覆う形態であるので、幕体
の歪みで二股の一方が押されても、他方がこれに追随して幕体側縁に密接するので、これ
によっても幕体間に生じる隙間を確実に封止することができる。
【００１１】
また、上記幕体と同期して繰り出され、少なくとも上記封止部に重ね合わされる補助幕体
を設けたことを特徴とする。
【００１２】
この構成によれば、封止部で幕体の側縁間を密閉した上にさらに、封止部の少なくとも片
方を補助幕体によって覆うことができ、封止部と補助幕体との二段構えの密閉構造を作り
出すことができて、幕体間の密閉性を更に高めることができる。
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【００１４】
　また、繰り出し過程において、切り込みを介して少なくとも一方の幕材を適宜に開くこ
とができて、これにより開かれた封止部へと他方の幕体の側縁を順次に挟み込んでいくこ
とができ、二股状の封止部に幕体を挟み込みつつ繰り出すという一連の動作を簡単な構造
で、円滑かつ確実に達成することができる。
【００１５】
　また、本発明は、複数の幕体が横並び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出さ
れて防火区画を形成する防火区画用スクリーン装置において、
　互いに隣接する幕体のうち少なくとも一方の幕体の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移
動自在に挟み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部を形成し、
　互いに隣接する上記幕体は、共通のウエイトを介して連結されつつ異なる巻取り軸にそ
れぞれ巻き取られており、
　互いに隣接する幕体の何れか一方の幕体は、上記少なくとも一方の幕体の封止部が上記
他方の幕体の側縁を挟み込むように、上記ウエイトの内部で折り返されていることを特徴
とする。
　さらに、本発明は、複数の幕体が横並び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出
されて防火区画を形成する防火区画用スクリーン装置において、
　互いに隣接する幕体のうち一方の幕体の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟
み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部を形成し、
　互いに隣接する上記幕体は、共通のウエイトを介して連結されつつ異なる巻取り軸にそ
れぞれ巻き取られており、
　上記二股状の封止部は、互いに重なり合う２枚の幕材によって形成され、これら２枚の
幕材は拡開した状態で上記ウエイトに連結され、
　上記他方の幕体は上記ウエイトの内部で折り返されて、上記２枚の幕材の上記ウエイト
への連結位置の間の位置において上記ウェイトから繰り出し可能とされていることを特徴
とする。
【００１６】
この構成によれば、共通のウエイトで互いに隣接する幕体が同期して繰り出され、この繰
り出しのときに、いずれかの幕体がウエイトで繰り出し自在に折り返されるようになって
いて、ウエイトで折り返されつつ繰り出される一方の幕体の折り返し部分と、巻取り軸か
らそのまま繰り出される他方の幕体相互間で、幕体同士の干渉を避けつつ、封止部による
側縁の挟み込みが可能となって、二股状の封止部に幕体を挟み込みつつ繰り出すという一
連の動作を簡単な構造で、円滑かつ確実に達成することができる。また、折り返される方
の幕体のウエイトに達しない部分が該封止部に沿って配置されて補助幕体として機能する
ため、２重の気密保持機能を発揮することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を添付図面に基づき詳細に説明する。図１から図５は本発明の防
火区画用スクリーン装置の第１実施形態を示し、図１は防火区画用スクリーン装置の正面
図、図２は巻取り部分の断面図、図３は巻取り部分の斜視図、図４は図１中Ａ－Ａ線から
の拡大断面図、図５は封止部の背面斜視図である。
【００１８】
本実施形態の防火区画用スクリーン装置１０は、基本的には複数の幕体１２，１４が横並
び状態で配置され、これら幕体１２，１４が同期して繰り出されて防火区画を形成するよ
うになっていて、特に、互いに隣接する幕体１２，１４のうち、少なくともいずれか一方
の幕体１４の側縁に、他方の幕体１２の側縁を相対移動自在に挟み込んでこれら幕体の側
縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部３４を形成して構成されている。
【００１９】
即ち、図１に示すように本実施形態の防火区画用スクリーン装置は、横方向に配列される
複数の主幕体１２と、これら主幕体１２間に配置される副幕体１４とを備え、これら主幕
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体１２と副幕体１４は横並び状態で配置される。これら主幕体１２および副幕体１４は、
ガラス繊維の織布やシリカクロスなど布製の素材を用いて形成され、不燃性あるいは耐火
性に富んだ可撓性を有する。
【００２０】
上記各主幕体１２はそれぞれに設けられた主巻取り軸１６に巻回され、該主巻取り軸１６
が正回転することにより主幕体１２は巻き取られて上昇し、逆回転することにより主幕体
１２は下方に繰り出される。各主巻取り軸１６はそれぞれ同軸に配列して、隣接する端部
どうしが相互に連結され、図外の巻き取りモータを駆動源として各主巻取り軸１６は正回
転が制御される。主巻取り軸１６の逆回転による主幕体１２の繰り出しは、該主幕体１２
の下端縁に取り付けられる、後述する棒状ウエイト４０によって達成される。またこの棒
状ウエイト４０の重量により、該主幕体１２の緊張状態が保持される。
【００２１】
上記各主幕体１２間には、主巻取り軸１６を連結するためのスペースなどを要することか
ら所定の隙間δが設けられ、この隙間δ部分を覆うように上記副幕体１４が配置される。
該副幕体１４は、副巻取り軸１８に巻回されるようになっており、該副巻取り軸１８は上
記主巻取り軸１６の斜め下方に位置して、該主巻取り軸１６と平行に配置される。該副巻
取り軸１８には図外の渦巻き式スプリングなどのねじりトルク発生手段が接続され、これ
のねじりトルクにより副幕体１４を巻き取る方向、つまり正回転方向の回転付勢力が常時
与えられ、自然状態で副幕体１４を副巻取り軸１８に巻き取るようになっている。また、
上記ねじりトルク発生手段は副幕体１４を繰り出す際に、該副巻取り軸１８の逆回転によ
ってねじりトルクが蓄積されるようになっている。
【００２２】
図２，図３は上記主巻取り軸１６および上記副巻取り軸１８の取付け状態を示し、これら
主・副巻取り軸１６，１８は天井裏に設置されるケーシング２２内に収納される。上方に
配置された主巻取り軸１６に巻回された主幕体１２は、第１ガイドローラ２４によって下
方に案内されるとともに、下方に配置された副巻取り軸１８に巻回された副幕体１４は、
第２ガイドローラ２６によって下方に案内され、これら主幕体１２と副幕体１４は第１ガ
イドローラ２４部分で互いに重合される。そして、重合された主幕体１２と副幕体１４は
第３ガイドローラ２８によって下方に案内され、天井３０を貫通するガイドスリット３２
を通過して下方に繰り出される。
【００２３】
ここで、上記副幕体１４は、図４，図５に示すように上記主幕体１２間の隙間δより十分
に幅広な表幕材１４ａと、該隙間δより幅広で表幕材１４ａより幅狭となる裏幕材１４ｂ
とを縫製Ｓすることにより構成される。即ち、これら表幕材１４ａと裏幕材１４ｂは、そ
れぞれの中心を一致させて重合した状態で、その中心部分を上記隙間δとほぼ等しい間隔
Ｗをもって対称に縫製Ｓされる。このとき、表幕材１４ａと裏幕材１４ｂは、縫製Ｓ位置
より外方部分が二股状の２枚の幕片３４ａ，３４ｂとなって二股状封止部３４が構成され
、該二股状封止部３４、つまり幕片３４ａ，３４ｂ間に主幕体１２の側縁を挟み込むよう
になっている。従って、このように二股状封止部３４に主幕体１２を挟み込んだ状態では
、主幕体１２と副幕体１４との間が該二股状封止部３４を介して密閉されることになり、
ひいては主幕体１２どうしの間（隙間δ部分）が該副幕体１４を介して密閉されることに
なる。
【００２４】
ところで、上記主幕体１２と二股状封止部３４との関係は、それぞれ独立した主巻取り軸
１６および副巻取り軸１８から主幕体１２および副幕体１４とが繰り出される際に、主幕
体１２の側縁が副幕体１４の二股状封止部３４に進入し、また、主巻取り軸１６および副
巻取り軸１８に巻き取られる際に、二股状封止部３４から主幕体１２が分離することにな
る。このように主幕体１２を二股状封止部３４に進入または分離させるには、二股状封止
部３４の主幕体１２が位置する側の幕片３４ｂを、進入・分離部分で起立させることによ
り行われる。
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【００２５】
そこで、本実施形態では幕片３４ｂを起立するために、図２，図３に示したように第１ガ
イドローラ２４を副幕体１４の配置部分で隙間δの間隔をもって分断し、その分断した対
向部に上記幕片３４ｂを起立するためのガイドプレート３６を取り付けてある。該ガイド
プレート３６は中央部が副幕体１４に対して直角に立ち上がるとともに、副幕体１４の移
動方向両端部が外方に後退した形状となり、副幕体１４が巻取りまたは繰り出しに伴って
移動すると、前記幕片３４ｂは該ガイドプレート３６端部の後退部分で起立方向に案内さ
れつつ中央部の立上り部分で直立される。ここで、本実施形態では前記幕片３４ｂには図
５に示すように、起立を容易にするために該幕片３４ｂの全長に亘って切り込み３８を等
間隔に形成してある。該切り込み３８が形成される間隔は、前記ガイドプレート３６の案
内方向長さより短く設定される。
【００２６】
ところで、上記各主幕体１２の下端部間には図１に示したように棒状ウエイト４０が連続
して水平に取付けられる。そして、該棒状ウエイト４０の重量によって主幕体１２を下降
させるとともにその緊張状態を保持し、主巻取り軸１６から主幕体１２が繰り出されて棒
状ウエイト４０が着床された状態で、主幕体１２が火災による圧力で煽られた場合にも容
易に移動するのを防止する。
【００２７】
また、上記副幕体１４の下端部は上記棒状ウエイト４０に固定され、主幕体１２が主巻取
り軸１６から繰り出されて下降する際に、該副幕体１４は棒状ウエイト４０の重量により
副巻取り軸１８から繰り出されるようになっている。一方、主幕体１２が主巻取り軸１６
に巻き取られて上昇する際には、副幕体１４もねじりトルクが付加されている副巻取り軸
１８に巻き取られる。もって、主巻取り軸１６および副巻取り軸１８による巻取りおよび
繰り出しが同期して行われるようになっている。このとき、上記ねじりトルク発生手段に
より副巻取り軸に付加するトルクは、棒状ウエイト４０の重量より小さく、副幕体１４の
総重量より大きく設定されることはいうまでもない。
【００２８】
以上の構成により本実施形態の防火区画用スクリーン装置１０にあっては、通常時は主幕
体１２および副幕体１４が主巻取り軸１６および副巻取り軸１８に巻き取られた状態にあ
る。そして、火災発生などの非常時には主巻取り軸１６の回転を制動している図示しない
ロックを外して制動を解除し、棒状ウエイト４０の重量によって該主巻取り軸１６を逆回
転し、これによって主幕体１２は繰り出されて棒状ウエイト４０とともに下降される。こ
のとき、棒状ウエイト４０の下降によって副幕体１４の下端部が引っ張られ、これによっ
て副巻取り軸１８の逆回転を伴いつつ副幕体１４が上記主幕体１２と同期して下降される
。
【００２９】
このように主幕体１２および副幕体１４が主巻取り軸１６および副巻取り軸１８から繰り
出される際、副幕体１４に設けた二股状封止部３４の一方の幕片３４ａはガイドプレート
３６によって起立され、この起立部分から主幕体１２の側縁が二股状封止部３４内に進入
する。そして、該主幕体１２が進入した後、該幕片３４ａはガイドプレート３６を通過し
た時点で元の状態、つまり平坦な状態に復元され、表裏の幕片３４ａ，３４ｂ間に主幕体
１２の側縁を密接して挟み込む。このような挟み込み動作が上記ガイドプレート３６部分
で連続して行われることにより、主幕体１２と副幕体１４は上記二股状封止部３４を介し
て合体した状態で順次繰り出されることになる。
【００３０】
従って、相互に隣接される主幕体１２と副幕体１４との間は、上記二股状封止部３４の２
枚の幕片３４ａ，３４ｂで覆われて、両者間を密閉することができる。つまり、このこと
は主幕体１２間の隙間δ部分が副幕体１４を介して密閉されることになり、複数の主幕体
１２を幅方向に繋ぎ合わせた場合にも、気密性を確保して本来の防火防煙機能を十分に発
揮できるようになる。そして、このように隣接される主幕体１２と副幕体１４との間、ひ
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いては隣接される主幕体１２どうしの間の気密保持が、２枚の幕片３４ａ，３４ｂを設け
るという簡単な構造の二股状封止部３４によって達成されるためコスト的にも有利になる
。
【００３１】
また、主幕体１２と副幕体１４との合体が、二股状封止部３４を介して相手側の幕体を単
に挟み込む構造であるため、両幕体１２，１４間の相対的な位置ズレを挟み込み部分の滑
りにより許容することができる。このため、隣接される主幕体１２と副幕体１４との間、
または隣接される主幕体１２どうしの間に、例えば巻回部分の巻きむらやガイドローラ２
４，２６，２８の摩擦などによって相対的なずれが発生した場合にも、このずれを上記二
股状封止部３４が吸収して隙間が発生するのを防止することができる。従って、前記棒状
ウエイト４０が着床して主幕体１２および副幕体１４によって空間部を遮断した状態では
、上記二股状封止部３４によって隙間が表裏両面から覆われるため、この遮断された内，
外空間のいずれの方向の空気移動に対しても高い密閉性を発揮することができる。
【００３２】
そして、火災などの非常状態が解消されて主幕体１２を上昇する際には、モータを駆動し
て主巻取り軸１２を正回転することにより、該主幕体１２は巻き取られて棒状ウエイト４
０とともに上昇される。また、副幕体１４はこの主幕体１２の上昇とともに、トルク発生
手段のねじりトルクで副巻取り軸１８が逆回転することで、主幕体１２と同期して巻き取
られる。このとき、主幕体１２および副幕体１４が主巻取り軸１６および副巻取り軸１８
にそれぞれ巻き取られる直前では、主幕体１２の側縁が二股状封止部３４に挟み込まれる
動作とは逆に、ガイドプレート３６によって幕片３４ｂが起立された部分で主幕体１２が
二股状封止部３４から分離される。
【００３３】
このように、上記二股状封止部３４に主幕体１２の側縁が進入し、または分離する際に一
方の幕片３４ｂを起立させるようになっているが、該幕片３４ｂには所定間隔をもって切
り込み３８が形成されているため、該切り込み３８によって幕片３４ｂは容易に起立され
ることになる。このため、二股状封止部３４に主幕体１２の側縁を挟み込みつつ主幕体１
２および副幕体１４を繰り出すという一連の動作、および二股状封止部３４から主幕体１
２を分離しつつ主幕体１２および副幕体１４を主巻取り軸１６および副巻取り軸１８に巻
き取るという一連の動作が円滑に行われることになる。
【００３４】
図６は他の実施形態を示し、上記実施形態と同一構成部分に同一符号を付して重複する説
明を省略して述べる。同図は上記図４に対応する断面図で、二股状封止部３４の挟み込み
部分の少なくとも片面を補助幕体６０によって覆うようにしたものである。
【００３５】
即ち、図６に示すように補助幕体６０は二股状封止部３４の裏側、つまり副幕体１４の裏
幕材１４ｂ側に配置される。該補助幕体６０は、副幕体１４と同様に上端部がねじりトル
クが付加される図外の巻取り軸に巻回されるとともに、下端部が棒状ウエイト４０に取付
けられる。補助幕体６０は副幕体１４の表幕材１４ａとほぼ等しい幅に形成され、該補助
幕体６０の両側部分で二股状封止部３４の幕片３４ｂを全体的に覆うようになっている。
【００３６】
従って、この実施形態では主幕体１２と副幕体１４との間が二股状封止部３４を介して密
閉された状態で、更に上記補助幕体６０によって該二股状封止部３４の挟み込み部分を覆
うことができるため、主幕体１２と副幕体１４との間、ひいては隣接される主幕体１２ど
うしの間の密閉機能を更に高めることができる。特に、この実施形態では上記補助幕体６
０が裏幕材１４ｂ側に配置されたことにより、切り込み３８が形成された幕片３４ｂを該
補助幕体６０で覆うことができるため、該切り込み３８によって密閉性が損なわれるおそ
れを無くすことができる。
【００３７】
ところで上記実施形態では、主幕体１２間に別途副幕体１４を備えてこれに二股状封止部
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３４を形成する構成を示したが、このような副幕体１４を介在させることなく、互いに隣
接する主幕体１２のいずれかに直接二股状封止部３４を形成するようにしてもよいことは
勿論である。また、前記各実施形態では副幕体１４側に二股状封止部３４を形成したが、
これに限ることなく図７に示すように主幕体１２側に二股状封止部３４を形成して、これ
に副幕体１４の両側縁を挟み込むようにしてもよい。
【００３８】
図８から図１０は本発明の防火区画用スクリーン装置１０ａの第２実施形態を示し、上記
実施形態と同一構成部分に同一符号を付して重複する説明を省略して述べる。図８は幕体
の巻取り部分の断面図、図９は拡開機構部分の斜視図、図１０は図８中Ｂ－Ｂ線からの断
面斜視図である。
【００３９】
この実施形態の防火区画用スクリーン装置１０ａは、上記実施形態と同様に、複数の主幕
体１２と、これら主幕体１２間に配置される副幕体１４とが横並び状態で配置されるよう
になっており、また、主幕体１２はそれぞれに設けられた主巻取り軸１６の正，逆回転に
より巻取りおよび繰り出しが行われるとともに、副幕体１４は、副巻取り軸１８に巻回さ
れて上記主巻取り軸１６に同期して巻取りおよび繰り出しが行われる。
【００４０】
そしてこの実施形態では基本的には、互いに隣接する主幕体１２および副幕体１４は、共
通の棒状ウエイト１０８を介して連結されつつ異なる主巻取り軸１６および副巻取り軸１
８にそれぞれ巻き取られているとともに、これら幕体の少なくともいずれか一方、図示例
では副幕体１４は、主幕体１２に設けられた二股状封止部１０２が副幕体１４の側縁を挟
み込み可能に棒状ウエイト１０８で繰り出し自在に折り返されて構成されている。副巻取
り軸１８は、主幕体１２および副幕体１４の繰り出し部分１００に対して上記主巻取り軸
１６とは反対側に配置され、主巻取り軸１６から繰り出される主幕体１２と、副巻取り軸
１８から繰り出される副幕体１４とは、上記繰り出し部分１００に向かって互いに進むこ
とになる。また、この実施形態では、二股状封止部１０２は主幕体１２の側縁に形成され
るようになっており、この二股状封止部１０２の表幕材１０２ａと裏幕材１０２ｂとの間
に、副幕体１４の両側縁が挟み込まれる状態となる。そして、上記二股状封止部１０２は
、主幕体１２が主巻取り軸１６に巻き取られる際、閉じ状態で一緒に巻き込まれることに
なる。
【００４１】
上記繰り出し部分１００には、繰り出された主幕体１２を天井３０に形成したガイドスリ
ット３２に案内するメインガイドローラ１０４が設けられるとともに、該メインガイドロ
ーラ１０４に隣接させて主巻取り軸１６から離れる方向に適宜距離だけ離隔して、端部が
上記二股状封止部１０２の幕片１０２ａ，１０２ｂ間に挿入される拡開機構としての拡開
用ガイド１０６が設けられる。上記メインガイドローラ１０４は、主幕体１２の略全幅に
亘って連続して配置され、その両端部が図示しない支持部材を介して上方の天井スラブ等
の躯体に支持されるとともに、上記拡開用ガイド１０６は副幕体１４の略全幅に相当する
長さを有し、その中央部分が図示しない支持部材を介して上方の天井スラブ等の躯体に支
持される。
【００４２】
上記主幕体１２は下端縁が棒状ウエイト１０８に取付けられるが、このとき、上記二股状
封止部１０２の下端部も幕片１０２ａ，１０２ｂがそれぞれ該棒状ウエイト１０８に連結
される。また、該棒状ウエイト１０８は中空状に形成され、内部に副幕体１４の折り返し
ガイド１１０が設けられるとともに、該棒状ウエイト１０８の上面には副幕体１４の折り
返しに対応させて、少なくとも一方の幕片１０２ｂを挟むようにして１対のスリット１１
２，１１２ａが形成される。これらスリット１１２，１１２ａのうち幕片１０２ｂよりも
主巻取り軸１６側に形成されるスリット１１２ａは、二股状封止部１０２の幕片１０２ａ
，１０２ｂ間に設けられる。
【００４３】
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そして、上記副巻取り軸１８から繰り出された副幕体１４は、サブガイドローラ１１４に
より下方に案内された後、一方のスリット１１２から棒状ウエイト１０８内に挿入され、
そして、上記折り返しガイド１１０を周回して上方に折り返された後、上記他方のスリッ
ト１１２ａから繰り出される。そして、該スリット１１２ａから繰り出された副幕体１４
は、側縁が二股状封止部１０２の幕片１０２ａ，１０２ｂ間に挿入されながら、その上端
部が上記拡開用ガイド１０６に連結される。
【００４４】
従って、この実施形態では火災発生によりロックが外れて、主幕体１２および副幕体１４
に棒状ウエイト１０８の重量が作用すると、主幕体１２は、主巻取り軸１６から繰り出さ
れるとともに、副幕体１４は、先端部が拡開用ガイド１０６に固定された状態で、折り返
しガイド１１０に周回される中間部分が上記棒状ウエイト１０８を介して繰り出されつつ
、全体が副巻取り軸１８から繰り出される。
【００４５】
このとき、主巻取り軸１６から主幕体１２が繰り出されるに伴って、二股状封止部１０２
は、一方の幕片１０２ａがメインガイドローラ１０４から下方に案内されるのに対し、他
方の幕片１０２ｂは拡開用ガイド１０６を介して下方に案内されるため、繰り出し過程で
は幕片１０２ａ，１０２ｂ間に僅かながら隙間が形成される。この際、折り返しガイド１
１０を周回して見かけ上、上方へ繰り出される副幕体１４は、その側縁が上記二股状封止
部１０２の幕片１０２ａ，１０２ｂ間に順次挟み込まれていく。さらに、サブガイドロー
ラ１１４から折り返しガイド１１０に至る副幕体１４は、上記二股状封止部１０２の一方
を覆うように配置されるため、当該部分の副幕体１４は上記の補助幕体として機能する。
つまり、上記主幕体１２と副幕体１４との関係は図１０に示すようになり、隣接される主
幕体１２間の隙間δは、両側縁が封止部１０２に挟み込まれる副幕体１４と、該封止部１
０２の裏側を覆う副幕体１４とによって二重の密閉構造となる。
【００４６】
また、この実施形態では繰り出し部分１００の天井３０には、棒状ウエイト１０８が嵌入
される凹部３０ａが形成され、主幕体１２および副幕体１４が巻き取られて格納された際
に、棒状ウエイト１０８が凹部３０ａに収納されて天井３０面が平坦化される。
【００４７】
従って、この実施形態の防火区画用スクリーン装置１０ａでは、前記各実施形態と同様に
、二股状封止部１０２によって横並び状態の主幕体１２と副幕体１４との間の気密性を保
持するとともに、補助幕体としての機能をも同時に発揮できるため、高い防火・防煙機能
を達成することができる。特に、この実施形態では副幕体１４を折り返しガイド１１０で
折り返すことにより、主幕体１２間の気密保持と、当該気密保持部分の裏側を覆う補助幕
体とを単一の副幕体１４によって同時に確保することができる。
【００４８】
ところで、この実施形態では主幕体１２の側縁に二股状封止部１０２を設けて、これに副
幕体１４の側縁を挟み込むようにしたが、これに限ることなく拡開用ガイド１０６を副幕
体１４側に設けるとともに、折り返しガイド１１０に主幕体１２を周回させることにより
、図１１に示すように上記二股状封止部１０２を副幕体１４の両側縁に設けることができ
る。
【００４９】
また、本発明では二股状の封止部３４，１０２を介して複数の幕体を連結したが、この場
合、前記各実施形態に示した主幕体１２と副幕体１４との連結に限ることなく、副幕体１
４を排除して主幕体１２同士の連結が可能となる。更に、このように封止部３４，１０２
によって隣接される幕体間の気密性を確保できるため、隣接される幕体間、つまり、主幕
体１２と副幕体１４との間、または主幕体１２同士の間に適宜角度を持たせて、スクリー
ン装置１０を全体的に湾曲させることができる。さらに幕体同士の連結部分に、ガイド用
として方立等の設置物を用いる必要もなくなり、幕体を格納した場合の空間を広く使用す
ることができる。
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【００５０】
なお、幕体同士の封止部分は二股状に限らず、一例として図１２に示したように、例えば
主幕体１２および副幕体１４の端縁を、当該端縁同士が互いに重なり合うように反対向き
に折り曲げて、いわゆるカシメの形態の封止部分１１６として構成してもよい。
【００５１】
また、前記各実施形態では、主幕体１２の繰り出しを棒状ウエイト４０，１０８の重量で
行う場合を説明したが、モータによって繰り出し制御するようにしてもよい。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項１に示す防火区画用スクリーン装置にあっては、互
いに隣接する幕体の少なくとも一方の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟み込
んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部を形成したので、互いに隣接する
少なくとも一方の幕体の側縁に形成した二股状の封止部によって他方の幕体の側縁を挟み
込むことができ、幕体の側縁同士の隙間を確実に封止することができて、互いに隣接する
幕体相互間の密閉性を確実かつ十分に保証することができる。
【００５３】
　特に、二股状の封止部は、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟み込むので、幕体の繰
り出し動作中や下降終了時点で幕体同士の間に相対的な位置ズレを生じても、これを吸収
することができ、構造簡単にして確実に幕体の側縁間の隙間を封鎖することができる。ま
た、このように相対移動を許容できることは、幕体に歪みが生じた場合でも二股状封止部
はこれを吸収することができ、この面からも確実に隙間を封止することができる。さらに
、二股状の封止部は、他方の幕体の側縁を表裏両方から一括して覆う形態であるので、幕
体の歪みで二股の一方が押されても、他方がこれに追随して幕体側縁に密接するので、こ
れによっても幕体間に生じる隙間を確実に封止することができる。
　また、繰り出し過程において、切り込みを介して少なくとも一方の幕材を適宜に開くこ
とができて、これにより開かれた封止部へと他方の幕体の側縁を順次に挟み込んでいくこ
とができ、二股状の封止部に幕体を挟み込みつつ繰り出すという一連の動作を簡単な構造
で、円滑かつ確実に達成することができる。
【００５４】
また、本発明の請求項２に示す防火区画用スクリーン装置にあっては、上記幕体と同期し
て繰り出され、少なくとも上記封止部に重ね合わされる補助幕体を設けたので、封止部で
幕体の側縁間を密閉した上にさらに、封止部の少なくとも片方を補助幕体によって覆うこ
とができ、封止部と補助幕体との二段構えの密閉構造を作り出すことができて、幕体間の
密閉性を更に高めることができる。
【００５６】
　また、本発明の請求項３に示す防火区画用スクリーン装置にあっては、複数の幕体が横
並び状態で配置され、これら幕体が同期して繰り出されて防火区画を形成する防火区画用
スクリーン装置において、互いに隣接する幕体のうち少なくとも一方の幕体の側縁に、他
方の幕体の側縁を相対移動自在に挟み込んでこれら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の
封止部を形成し、互いに隣接する上記幕体は、共通のウエイトを介して連結されつつ異な
る巻取り軸にそれぞれ巻き取られており、互いに隣接する幕体の何れか一方の幕体は、上
記少なくとも一方の幕体の封止部が上記他方の幕体の側縁を挟み込むように、上記ウエイ
トの内部で折り返されていることとし、
　更にまた、本発明の請求項４に示す防火区画用スクリーン装置にあっては、互いに隣接
する幕体のうち一方の幕体の側縁に、他方の幕体の側縁を相対移動自在に挟み込んでこれ
ら幕体の側縁同士の隙間を塞ぐ二股状の封止部を形成し、互いに隣接する上記幕体は、共
通のウエイトを介して連結されつつ異なる巻取り軸にそれぞれ巻き取られており、上記二
股状の封止部は、互いに重なり合う２枚の幕材によって形成され、これら２枚の幕材は拡
開した状態で上記ウエイトに連結され、上記他方の幕体は上記ウエイトの内部で折り返さ
れ、上記２枚の幕材の上記ウエイトへの連結位置の間の位置において上記ウェイトから繰
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　これにより、共通のウエイトで互いに隣接する幕体を同期して繰り出す際に、ウエイト
で折り返されつつ繰り出される一方の幕体の折り返し部分と、巻取り軸からそのまま繰り
出される他方の幕体相互間で、幕体同士の干渉を避けつつ、封止部による側縁の挟み込み
が可能となり、二股状の封止部に幕体を挟み込みつつ繰り出すという一連の動作を簡単な
構造で、円滑かつ確実に達成することができる。また、折り返される方の幕体のウエイト
に達しない部分が該封止部に沿って配置されて補助幕体として機能するため、２重の気密
保持機能を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態を示す防火区画用スクリーン装置の正面図である。
【図２】本発明の第１実施形態の巻取り部分の断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態の巻取り部分の斜視図である。
【図４】図１中Ａ－Ａ線からの拡大断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態の副幕体の背面斜視図である。
【図６】本発明の第１実施形態の他の実施例を示す図４に対応する拡大断面図である。
【図７】本発明の第１実施形態の他の実施例を示す封止部の概略平面図である。
【図８】本発明の第２実施形態の幕体の巻取り部分の断面図である。
【図９】本発明の第２実施形態の拡開機構部分の斜視図である。
【図１０】図８中Ｂ－Ｂ線からの断面斜視図である。
【図１１】本発明の第２実施形態の他の実施例を示す封止部の概略平面図である。
【図１２】封止部の他の例を示す概略平面図である。
【符号の説明】
１０，１０ａ　防火区画用スクリーン装置
１２　主幕体
１４　副幕体
１６　主巻取り軸
１８　副巻取り軸
３４，１０２　二股状封止部
３４ａ，３４ｂ，１０２ａ，１０２ｂ　幕片
３６　ガイドプレート
３８　切り込み
４０，１０８　棒状ウエイト
６０　補助幕体
１１０　折り返しガイド
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